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                                                       令和５年１月２５日 

                                              復興整備課 

 

 

坂本支所及びコミュニティセンター等の 

イメージパースを公表します 
～「坂本支所周辺の創造的復興」を目指して～ 

 

     

本市では、令和２年７月豪雨災害で被災した坂本支所及びコミュニティセンターの再

建に向けて、これらの配置計画や建築計画を決定し、現在、施設再建事業の基本的な

整備方針となる坂本支所等整備基本計画（案）の取りまとめを行っています。 

このたび、坂本支所及びコミュニティセンターやその周辺についてのイメージパースを作

成しましたので公表します。 

本基本計画については、２月に開催予定の第１３回復興推進本部会議で最終的に決

定することとしています。 

 

１．イメージパース    （別紙１のとおり） 

２．配置計画（案）及び建築計画（案） 

（１）配置計画（案）  （別紙２のとおり） 

・坂本支所、コミュニティセンター、災害公営住宅、駐在所等は「新たな支所用地内」に配置。 

・八代消防署坂本分署は「坂本市営住宅跡地」へ配置。 

（２）建築計画（案）  （別紙３のとおり） 

・支所・コミュニティセンターは２階建の複合的施設として整備。 

   （八代森林組合、八代市商工会、医療等活用スペース（検討中）も同施設内に配置） 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

（注意）各面積については、現段階での想定。 

※イメージパース等は八代市ホームページでもご覧いただけます。 

  URL：http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00319266/index.html 

 

  

 【複合的施設の面積】 約 2,400 ㎡  

  坂本支所（執務室等） 約 620 ㎡ 
  コミュニティセンター（会議室、ホール等） 約 620 ㎡ 
  医療等活用スペース（検討中） 約 150 ㎡ 
  商工会・森林組合（調整中） 約 100 ㎡ 
  共有スペース（エントランス、倉庫、通路、トイレ、ＥＶ等） 約 900 ㎡ 

問合せ  復興整備課     担当：米田・新村 

       TEL ０９６５－３３－５１２８ 
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 坂本支所及びコミュニティセンター等の建築計画（案）

別紙３

1階

2階

塔屋

※今後、基本設計・実施設計で変更を予定しています。


